
　担当課において洗い出しされた、およそ千項目に及ぶ「事務事業現況調書」
をもとに、各専門部会で事務事業ごとのすり合わせ作業が終了しました。 
　今後、幹事会での作業が進められ 
　１．調整方針の確認 
　２．処理方法の決定（承認・再検討） 
　３．簡易な事務事業の確認・決定 
　４．承認事案を合併協議会へ提案 
　　 されることになります。 
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★総務部会（平成15年８月29日開催） 

★企画担当課長会議（平成15年９月８日開催） ★第16回幹事会（平成15年９月10日開催） 

○一体性の確保の原則 
○住民福祉向上の原則 
○負担公平の原則 
○健全な財政運営の原則 
○行政改革推進の原則 
○適正規模準拠の原則 
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　平成15年８月19日（火）午後４時から三崎町保健福祉センターにおいて、伊方町・瀬戸

町・三崎町の議会議員による第１回意見交換会が開催されました。 

　合併推進における課題として、議員の任期、定数について協議されました。 

　平成15年８月19日（火）午後４時から三崎町保健福祉センターにおいて、伊方町・瀬戸

町・三崎町の議会議員による第１回意見交換会が開催されました。 

　合併推進における課題として、議員の任期、定数について協議されました。 

議会議員の任期・定数について  議会議員の任期・定数について  議会議員の任期・定数について  議会議員の任期・定数について  
　議員に関する合併特例法は、合併市町村の議員の定数が合併関係市町村の議員の定数の総和
に比べ大幅に減少する場合が多いことから、激変緩和のために設けられているものです。 
　特例の適用の有無やその内容については、合併関係市町村が協議を行う必要があり、この協議
には、合併関係市町村の議会の議決を経るものとされ、その協議が成立したときは、合併関係市

町村は直ちにその内容を告示しなければなりません。 

○定数特例 
　市町村の合併後最初に行われる設置選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間
に限り、地方自治法第91条第２項に規定する定数の２倍に相当する数を超えない範囲でその議
会の議員の定数を増加することができます。 
　なお、この場合でも公職選挙法第15条第６項の規定により、合併後の市町村の区域内に複数の
選挙区を置くことは可能です。この場合、選挙区ごとの定数配分は原則として人口に比例して定

めることになります。 

○在任特例 
　合併関係市町村の議会の議員で当該合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなる
者は、市町村の合併後２年を超えない範囲で、引き続き合併市町村の議会の議員として在任する
ことができます。 

（市町村合併ハンドブックより） 

県内合併協議会の議員の身分の取扱い協議状況 
合 併 協 議 会 名  

宇摩合併協議会 

西条市・東予市・丹原町・小松町合併協議会 

今治市及び越智郡11か町村合併協議会 

上島合併協議会 

重信町川内町合併協議会 

かみうけな合併協議会 

内子町・五十崎町合併協議会 

大洲喜多合併協議会 

東宇和・三瓶町合併協議会 

八幡浜市・保内町合併協議会 

きほく合併協議会 

宇和島市・吉田町・三間町・津島町合併協議会 

南宇和合併協議会 

 

特　　　　例 

在任特例：１年11ヶ月 

在任特例：１年７ヶ月 

適用しない 

適用しない 

今後協議する 

在任特例：１年８ヶ月 

在任特例：７ヶ月 

在任特例：適用（月数等は未定） 

定数特例：適用（31名） 

今後協議する 

在任特例：７ヶ月 

在任特例：７ヶ月 

在任特例：７ヶ月 

 

選　　　　挙 

未　定 

小選挙区：人口割 

新市１区 

各町１名配分：残りを小選挙区制 

 

選挙区：新町において協議 

全町１区 

小選挙区となる見込み 

小選挙区：人口割定数＋１名 

 

未定 

未定 

新町１区 

法定定数 

30 

34 

34 

18 
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22 

18 
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26 

26 

22 

30 

26
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【第10回 合併協議会】 
日 時 ■ 平成15年10月下旬を予定しています。 

場 所 ■ 伊方町民会館　研修室 

【合併協議会のご案内】 
　協議会は、公開を原則としており、傍聴することがで
きます。なお、会場の都合等で傍聴を制限する場合が
ありますので、あらかじめご了承ください。 

●ご意見をお寄せ下さい● 
合併に関する皆様のご意見をお寄せ下さい。 

＊伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会事務局＊ 
Tel：（0894）38-2670  Fax：（0894）38-2669 
ホームページ：http://www.ikata-setogappei.jp/ 
E - m a i l：is@ikata-setogappei.jp 　　　　 

＊伊方町役場企画財政課＊ 
Te l：（0894）38-0211（代） 
Fax：（0894）38-1373（代） 

＊瀬戸町役場総務課＊ 
Te l：（0894）52-0111（代） 
Fax：（0894）52-0570（代） 

＊三崎町役場総務課＊  
Te l：（0894）54-1111（代） 
Fax：（0894）54-1988（代） 

※ 合 併 担 当 窓 口 ※ 

※お気軽にお問い合わせ下さい。 
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　ハード・ソフト両面が充実した町の生涯学習の拠点として、子どもからお年寄りまで、三世代の皆さんが気軽に集い交流

し、ふれあい親しまれる施設となることでしょう。 

シリーズ《かくまち探訪》 シリーズ《かくまち探訪》 
☆図書館、児童館、杜氏資料館が１つの建物に☆ ☆図書館、児童館、杜氏資料館が１つの建物に☆ ☆図書館、児童館、杜氏資料館が１つの建物に☆ 

　近年、学校週５日制や男女共同参画社会、高齢化社会など、社会情勢は大きく変化しています。これに対応するため、子

どもたちの健全育成、町民の皆さんの学習及び文化交流の場が必要との考えから、伊方町では、旧庁舎跡地に「生涯学習

センター（仮）」の建設を計画。　図書館、児童館などを備えた生涯学習複合施設を整備し、隣接した町民会館と連結、連携・

一体化を図り、町民の皆さんへ生涯学習の場（ふれあい、交流の場）を提供することにしました。 

～町民の「ふれあいの場」生涯学習施設整備事業（伊方町）～ 

・・・お問い合わせは伊方町役場企画財政課へ・・・ 

　現在、建物内部については設計中で、各施設の検討

委員会等で詳細部について、協議を進めています。建

物は鉄筋コンクリート造６階建、延床面積3,166.44㎡

で、平成16年度当初に着工、平成17年３月完成の予

定です。１階は駐車場及びエントランスホールで、２階

は図書館となっています。約38,000冊の図書が収納

でき、CD・DVDコーナーや軽読書コーナーを備える

予定です。 

　３階は子どもたちが楽しく遊べる児遊館（児童館）で

、大型遊具や放課後児童クラブ室などを整備します。４

階は杜氏資料館で、伝統ある伊方杜氏の各種資料の展

示や酒造工程などを紹介します。５．６階は吹き抜けで

多目的ホールとなっており、幅広い利用が可能です。 


